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 北海道済生会小樽病院 

出入業者入退管理マニュアル 

 
 

 

総則 

（目的） 

本マニュアルは、社会福祉法人恩賜

財団済生会支部北海道済生会小樽病院（以下「病院」と 

いう。）の建物及び室に商談、納品、メンテナンス等を目的とし出入する事業者（以下「業

者」という。）の入退館・入退室に関して、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（対象者） 

病院に商談、納品、メンテナンス等を目的とし出入する業者 

 

（入館受付場所） 

 ・防災センター 

 

（入館資格） 

  業者は、防災センターで入館時に体調管理の報告（体温や風邪症状等）を行い、（別紙

１：済生会小樽病院入館者記入表）に必要事項を記載のうえ、病院が発行している入館

証を得て入館するとともに、入館中は入館証を常に装着すること。 

 

（許可証） 

 ・来訪が頻繁な業者で病院が認めた場合は、入館証の代わりとなる許可証を発行する。 

 ・許可証が必要な業者は、総務課へ（別紙２：出入り業者登録申請許可願）に必要な事項

を記載し提出すること。 

 ・業者は、異動等で来院者が変更となる場合には許可証を返却し、改めて新しい来院者の

登録申請を行うこと。 

 ・業者が許可証によって入館する際は、入館前に自社で体調管理を徹底し、病院側から体

調管理記録の提出や訪問先の確認が必要となった場合にはこれに応じること。 

 

 

 

 



規程番号  ３－０６－８ 

2 

 

（施錠ドアについて） 

 ・鍵または ICカードによって、セキュリティがかかっているドアを通行する必要がある 

場合には、職員の立ち合いのもとで入退室するか、事前に鍵または ICカードの貸出申 

請を行い入退室すること。 

・長期に鍵または ICカードの貸出が必要な場合には、総務課へ（別紙３：借用願い）に 

必要事項を記載し提出すること。 

 

（主な管理エリアと入退室方法） 

 ・医局        ・・・ICカード打刻（防災センター入退管理システム） 

 ・オペ室       ・・・ICカード打刻（防災センター入退管理システム） 

・サーバー室     ・・・ICカード打刻（防災センター入退管理システム） 

・各渡り廊下     ・・・ICカード打刻（防災センター入退管理システム） 

 ・夜間救急入口    ・・・ICカード打刻（防災センター入退管理システム） 

 ・みどりの里正面玄関 ・・・ICカード打刻（防災センター入退管理システム） 

・中央病歴管理室   ・・・鍵施錠・記帳（医事課管理） 

 ・売店倉庫      ・・・鍵施錠（売店運営業者） 

 ・厨房ゴミ庫     ・・・鍵施錠（ゴミ収集運搬業者） 

 

（その他、注意事項等） 

 ・入退館・入退出に関して、病院職員の指示があった場合にはこれに従うこと。 

 ・来院時に知りえた個人情報及び機密事項を病院の許可なくみだりに漏洩しないこと。 

 ・許可をされた目的以外の用途で鍵または IC カードを使用しないこと。 
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付則 

本マニュアルは、令和４年５月１日より施行する。 


